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精神保健福祉士の養成の在り方等に関する検討会 開催要綱 

 

 

１．趣旨 

 精神保健福祉士を取り巻く状況として、前回の精神保健福祉士に係るカリキュラム

改正（平成 24年４月１日施行）以降、平成 25年の精神保健福祉法の改正による退院

後生活環境相談員の創設、精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築の推進、

精神障害者の雇用の義務化、アルコール健康障害対策基本法（平成 26 年 6 月）及び

ギャンブル等依存症対策基本法（平成 30年 10月）の施行等による専門人材の育成・

確保の必要性などにより、精神保健福祉士に対する社会的役割や期待がますます高ま

っている。 

 このような状況を踏まえ、新しい状況に的確に対応できる人材を育成することを目

的に、当検討会を開催し、精神保健福祉士の役割やカリキュラムの見直し等について

検討する。 

 

２．検討事項 

１）精神保健福祉士の役割 

２）教育カリキュラム 

３）実習の在り方 

４）卒後教育・継続教育 

５）その他 

 

３．構成等 

 １）検討会は上記の検討事項に関連する学識経験者及び臨床経験者等のうちから、

社会・援護局障害保健福祉部長が参集する者をもって、構成する。 

 ２）検討会に座長を置き、検討会メンバーの互選によってこれを定める。座長は検

討会の会務を総理する。 

 

４．運営 

 １）検討会は座長が必要に応じて招集する。 

 ２）座長の指名によって座長代理を置く。 

 ３）座長は必要に応じて意見を聴取するため、参考人を招聘することができる。 

 ４）座長は必要に応じてワーキンググループを開催することができる。 

 ５）検討会は非公開情報等に係る事項を除き、原則公開とするとともに議事録を作

成し、公表する。 

 

５．その他 

 検討会の庶務は社会・援護局障害保健福祉部精神・障害保健課が行う。 
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